
 

 

 

 

～気軽に参加できる学習の場 講座事業①～  

 

 大田区報や SNSを始めとして、近所の掲示板ポスター、回覧板のチラシなど、

私たちの身の回りには様々な講座・講習会・講演会などの案内があります。 

 子どもの頃は、習い事やスポーツなどに通う習慣があっても、大人になるとな

かなかその時間を取りづらくなってはいないでしょうか？ 

 

 大田区教育委員会は「講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他

の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること（社会教育法第 5条）」に関する

事務を行っています。これが、区民の皆さん誰もが、身近な場所で学習の機会を

持てるように実施している講座・講習会・講演会などになります。 

 内容は、私たちの生活に関わる身近なものから、世界の動きに関わるものまで

取り上げていて、趣味を広げるもの、仕事のヒントになるもの、知識を増やすも

の、一人ではできない問題を解決するものなどがあり、一番の関心事にフィット

する講座が見つかるはずです。講座スタイルも、専門家から最先端の話を聞く講

演会や気軽に体を動かすもの、ワークショップで作品をつくるものなど多岐に

渡ります。 

 社会教育・生涯学習の講座は「学び合い」を大切にしています。周りの人と一

緒に育ち合い、つながりが生まれていきます。楽しいひと時を講座に参加して過

ごし、新しいおしゃべり仲間を作ってみませんか。 

 次号から、具体的なテーマごとの講座を紹介していきます。 

 

大田区 社会教育主事 
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ってなあに？  
 

＠大田区 

社会教育コラムでは「社会教育」「生涯学習」を同義語として併記していますが、

事業名などによって使い分けることがあります。 

＠大田区 


